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森林森林の土地土地の権利を権利を森林の土地の権利を
移転移転するする場合は届場合は届け出ましょうましょう移転する場合は届け出ましょう

　個人・法人を問わず、森林の土地の権利を移転する場合は、面積に関わらず届け出を
しなければなりません。

■自分の森林の土地が、指定した水源地域内の土地なのか、地域森林計画対象森林なのかどうかを知りたい人は、
　市役所農林水産部林務課（☎６７-２１２１）までお問い合わせください。
　　また、これらの届け出の詳細については、郡上市ホームページ（各課からのお知らせ→林務課→「森林の土地の
　所有者届出制度について」「岐阜県水源地域保全条例に基づく届出について」）をご覧ください。

～岐阜県水源地域保全条例と森林法による所有者届出について～～岐阜県水源地域保全条例と森林法による所有者届出について～～岐阜県水源地域保全条例と森林法による所有者届出について～


